
 
 

助成額は、休業手当、教育訓

練を実施した場合の賃金相当

額、出向元事業主の負担額の３

分の２（大企業は２分の１。１

人１日当たり上限 8,335 円）で

す。 

休業等を実施したのち必要

書類を労働局に提出して支給

申請を行います。 

 

◆時間外労働等改善助成金

〔テレワークコース〕 
就業規則等を作成・変更し、

2月 17日から5月 31日までの

間にテレワークを新規で導入

し、実施した労働者が１人以上

いれば対象となります。 

助成額は対象経費合計額の

２分の１（上限 100 万円）で、

対象経費には、謝金、旅費、借

損料、会議費、雑役務費、印刷

製本費、備品費、機械装置等購

入費、委託費があります（パソ

コン、タブレット、スマートフ

ォンの購入費用は対象外。web

会議用機器、社内のパソコンを

遠隔操作するための機器等が

対象）。 

5 月 29 日までに必要書類を

テレワーク相談センターに提

出して取組みを実施したのち、

7 月 15 日までに支給申請書等

を提出します。 

 

◆時間外労働等改善助成金

〔職場環境改善コース〕 
3 月 25 日までに就業規則に

特別休暇の規定を新設・施行す

ると対象となります（来年度新

設予定の「働き方改革推進支援

助成金」で 5 月 31 日までの同

様の取組みを助成予定ですが、

詳細未詳）。 

補助率は、４分の３（30 名以

下かつ対象ソフト・機器等の購

入経費が 30 万円を超える場合

は５分の４）か 50 万円のいず

れか低いほうとなります。 

申請は、3 月 13 日までに必

要書類を労働局に提出（3月 14

日以降に交付申請されたもの

は、４月以降に交付決定）して

取組みを実施したのち、3月 25

日までに支給申請書等を提出

します。 

 

◆小学校休業等対応助成金 
小学校等（放課後児童クラ

ブ、幼稚園、保育所、認可外保

育施設等を含む）の臨時休校等

により、3 月 31 日までの間に

子の世話を行うため労働者（祖

父母や里親等含む）に、年次有

給休暇とは別に休暇（半休、時

間休を含む）を、年次有給休暇

取得時同様、有給で取得させる

と、対象となります。 

助成額は、支払った賃金相当

額（日額上限 8,330 円）です。 

 

※各助成金について、要件等が

変更になる場合があります 

 

 

４月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別

徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取

得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場

合＞［公共職業安定所］ 

15 日 

○ 給与支払報告に係る給与

所得者異動届出書の提出

［市区町村］ 

30 日 

○ 預金管理状況報告の提出

［労働基準監督署］ 

○ 労働者死傷病報告の提出

＜休業４日未満、１月～３

月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告

書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・

納付計器使用状況報告書

の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇

用保険の被保険者でない

場合）＜雇入れ・離職の翌

月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 公益法人等の法人住民税

均等割の申告納付［都道府

県・市町村］ 

○ 固定資産税・都市計画税の

納付＜第 1 期＞［郵便局ま

たは銀行］ 

※都・市町村によっては異

なる月の場合がある。 

◆「人手不足倒産」が深刻化 
また、人手不足に関連する倒

産は 426 件（前年比 10％増）

で、2013 年調査開始以来、最多

を更新しました。その内訳は、

「後継者難」が最も多く 270 件

（同 2.8％減）で全体の６割超

を占めています。「後継者難」

による倒産は中小企業に多く、

事業承継がスムーズに移行で

きないケースや、誰にも後継ぎ

をさせずに自分の代で終わら

せるケースが多いようです。 

次に、「求人難」が 78 件（同

32.2％増）、「従業員退職」が

44 件（同 83.3%増）、「人件費

高騰」が 34 件（同 30.7％増）

と続きました。社員の定年退職

や中核社員の独立、転職により

人材が減少する一方で、新たな

人材確保が難しくなっている

ことが問題となっています。 

 

◆新型コロナウイルスの影

響は？ 
現在、新型コロナウイルスの

感染拡大により、中国に事業所

や工場を持つ企業は現地での

感染拡大防止への対応等で生

産活動に影響が出ています。ま

た、訪日客の減少によるインバ

ウンド需要も減少し、日本国内

の飲食店や宿泊施設にも影響

を及ぼすことによる今後の倒

産件数への影響が懸念されま

す。 

新型コロナウイルス感染

症対策で利用可能な厚労

省の助成金まとめ 

 
◆影響拡大を受け相次いで

対策を公表 

2 月 27 日になされた政府の

休校・自粛要請により、新型コ

ロナウイルス感染症の影響が

拡大しています。3 月 10 日に

発表された緊急対策第２弾ま

での内容から、雇用維持・事業

継続のために活用できる助成

金を紹介します。 

 

◆雇用調整助成金 

業種を問わず、受注量が減

ったり、行政の要請で事業所

を閉鎖したり、労働者が発症

したため自主的に事業所を閉

鎖したり、労働者が子の世話

のため休暇を取得し生産体制

の維持等が困難になった等、

影響を受ける事業主が対象で

す。 

特例により、直近１カ月の

生産指標が前年同期比 10％以

上減で受給でき、雇用期間６

カ月未満の労働者も対象とな

るほか、過去１年以内に本助

成金を受給していても受給で

きます。支給限度日数も、１年

間で 100 日（３年間で通算 150

日）の制限とは別枠で受給可

能となっています。 

2019 年の企業倒産状況 

～東京商工リサーチ調査 
 

◆倒産件数が 11 年ぶりに増

加 
 東京商工リサーチの調査結

果によると、2019 年の全国の

企業倒産件数（負債総額 1,000

万円以上）は 8,383 件（前年比

1.7％増）で、リーマン・ショ

ックが起きた 2008 年以降、11

年ぶりに前年を上回りました。

一方、負債総額は１兆 4,232 億

（同 4.1％減）と、過去 30 年

間で最少を更新しました。 

なお、2020 年１月度の倒産

件数は、773 件（前年同月比

16％増）でした。こちらも約 11

年ぶりに５か月連続の増加と

なりました。 

 

◆産業別では？ 
 産業別の倒産件数は、飲食業

等の「サービス業他」が 2,569

件（前年比 2.2％増）で最も多

く、４年連続で増加しました。

これは主に消費税引上げに伴

うものと考えられます。 

次に、「建設業」が 1,444 件

（同 0.9％増）で、11 年ぶりに

増加しました。また、「小売業」、

「製造業」、「運輸業」、「情

報通信業」「農・林・漁・鉱業」

が前年よりも増加しています。 
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